
平成２９年 ６月 １日 

事 業 者 殿 

                               (一社)茨城労働基準協会連合会 
    

 

衛生推進者養成講習開催のご案内  
（茨城労働局長登録教習機関登録番号第 12 号  登録満了日 平成 32年 9月 30日） 

 

 

労働安全衛生法第 12 条の２により、☆印に書かれている業種及び規模の事業場（例：飲食店や食料品小売業、ホー

ムセンター、介護事業など）に対して衛生推進者を選任し、その者に労働衛生に関する一定の業務を担当させることが

義務付けられております。 

本講習は、衛生推進者の選任を義務付けられている事業場において新たに衛生推進者として選任された方が、その

職務を遂行する際に必要な知識の向上を図るものです。 

なお、衛生管理者免許の所有者は、本講習を受講する必要はありません。 

また、10人以上 50人未満の工業的業種の事業場は、安全衛生推進者の選任が義務付けられておりますので、茨城県内の

最寄りの労働基準協会にお問い合わせ下さい。 

☆ 衛生推進者の選任を要する業種・規模については、下記の業種であって、常時使用する労働者数が 10 人以上 50

人未満の非工業的業種の事業場（常時 50 人以上の場合は衛生管理者の選任が義務付けられています。）  

    金融・保険・証券業、各種商品卸売業及び各種商品小売業以外の卸売業と小売業、不動産取引・賃貸・管

理業、物品賃貸業、理容・美容・浴場業、葬儀業、映画業、劇場・興行場、公園・遊園地・遊技場、駐車場業、

情報サービス・広告業、病院・診療所等医療業、幼稚園・教育施設、社会福祉・介護事業、飲食業などの非

工業的業種 

 

記 

 

１ 講 習 日 時：   平成２９年 ８月  ４日 (金)  ８：５０～１５：３０  ※昼食・休憩等を含む 

 

２ カリキュラム（講習科目、講習時間） 

① 作業環境管理及び作業管理     2時間 

② 健康の保持増進対策          1時間 

③ 労働衛生教育              １時間 

④ 労働衛生関係法令           １時間 

 

３ 講 習 会 場： (一社)茨城労働基準協会連合会 中央安全衛生教育センター 

                   (水戸市渋井町字堺橋 263-1  Tel 029(221)6880 

 

４ 受 講 料 等：   １名につき   ８，５３２円 【受講料 7,560円(税込）、テキスト代 972円 】 

 

５ 定     員：   ５０名 

 

６ 申 込 先：    (一社)茨城労働基準協会連合会 ℡ 029（225）8881 

             〒310‐0801 水戸市桜川２丁目２の３５ 茨城県産業会館 14階 

 

７ 申 込 期 限：  平成２９年 ７月 ２８日（金）(締切日必着) 

（但し、定員に達し次第締切りとさせていただきます。） 

 



受講番号 

※ 

 

８ 受講料等支払：  ◇現 金  茨城労働基準協会連合会（茨城県産業会館内）の窓口で受領します。 

◇振込み    口     座  常陽銀行 本店営業部〈普通預金№０８７００３１〉 

口座名義人  (一社)茨城労働基準協会連合会  

①銀行振込の場合は、銀行発行の振込金受領書をもって領収書に代えさせて頂きます。 

②特に領収書が必要な場合はその旨申込書にご記入下さい。 

③振込手数料は、お客様でご負担下さい。    

【申込期限後に申込みを取り消されても、受講料はお返しできません。】 
 

９ 修了証の交付：  全科目を受講した者には修了証を交付致します。  

 

10 そ の 他：   講習会当日に昼食弁当を予約販売いたしますので、希望者はご利用下さい。 

 
 
・･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 
 
 
 
 
 

衛 生 推 進 者 養 成 講 習 受 講 申 込 書 

 ふ り が な  
生年月日 

昭和 
年  月  日生 

 

氏    名 

 

 

平成 

連絡先

TEL 

                府 県 

現   住   所 
〒 

事

業

場 

名  称 
 

協会員ｺｰﾄﾞ番号 
 

所 在  地 
〒 

担当者職氏名 
 

TEL 

上記のとおり申し込みます。 

      平成  年  月  日 

           申込者氏名（担当者又は本人）                  ㊞ 

 

一般社団法人 茨城労働基準協会連合会会長 殿 

 
〔注〕１．修了証用写真（申込前 6 ヶ月以内のもの）（ｻｲｽﾞ 3.6ｃｍ×2.4cm 上半身脱帽）１枚を右上欄に貼付して下さい。 

     （ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真の品質により修了証作成の読込処理に乱れが生じたもの、ｻﾝｸﾞﾗｽ等で顔の一部が隠れているもの等は 

      撮り直しをお願いすることがあります。） 

       ２．講習初日に自動車運転免許証・健康保険証・パスポート・在留カード等のいずれかの公的書類を持参して下さい。 

 健康保険証を持参する方は現住所の確認できる書類も持参してください。 

   ３．自動車の免許を所有する者で、学科の一部（走行に関する知識）免除を受けようとする者は、自動車運転免許証の写し 

 を上欄に貼付し、事業者から原本証明を受けて下さい。事業者から原本証明を得られない者は、自動車運転免許証を 

 受付時に提示し、確認を受けて下さい。 

 ４．会員事業場は協会員コード番号を必ず記入して下さい。 

 ５．個人で申し込む方は、事業場関係の記入は不要です。 

 ６．外国人の方は、在留カードの写しを添付して下さい。 

 

修了証用写真  

(のりづけ) 

写真裏面に 

氏名を記入 

して下さい 

ｻｲｽﾞ 

3.6ｃｍ×2.4ｃｍ 

 

 36 

氏名を記入 

して下さい 

（個人情報について） 

受講申込書にご記入していただいた個人情報については、 

当連合会が責任を持って保管・管理しお申込いただいた 

講習の的確な実施のためにのみ使用いたします。 

 


